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根
雨
を
流
れ
る
日
野
川
沿
い
の

オ
シ
ド
リ
観
察
小
屋
で
も
、
年
末

年
始
に
か
け
て
、
そ
の
愛
ら
し
い

姿
を
見
よ
う
と
各
地
か
ら
多
く
の

人
が
訪
れ
ま
し
た
。

　

大
阪
府
か
ら
訪
れ
た
家
族
連
れ

は
「
金
持
神
社
に
参
拝
し
た
後
、

観
察
小
屋
に
来
ま
し
た
。
オ
シ
ド

リ
は
初
め
て
見
ま
し
た
が
、
と
て

も
き
れ
い
で
す
ね
。
ま
る
で
作
り

物
の
よ
う
で
す
が
、
色
合
い
が
美

し
い
」
と
感
動
し
て
い
る
様
子
で

し
た
。

　

元
旦
か
ら
１
月
３
日
に
か
け
て

の
観
察
客
は
１
１
５
４
人
。
観
察

小
屋
周
辺
に
は
、　

月
末
現
在
で

１２

約
９
０
０
羽
の
オ
シ
ド
リ
が
飛
来

し
て
お
り
、
早
朝
か
ら
夕
方
に
か

け
て
、
仲
睦
ま
じ
い
姿
を
見
せ
て

い
ま
す
。　

　

全
国
で
一
つ
し
か
な
い
縁
起
の

良
い
名
前
で
知
ら
れ
る
金
持
神
社

（
金
持
）
に
、
昨
年
の
大
み
そ
か

か
ら
新
年
に
か
け
て
、
県
内
外
か

ら
多
く
の
人
が
参
拝
に
訪
れ
、
今

年
１
年
の
家
内
安
全
、
開
運
を
祈

願
し
ま
し
た
。

　

町
観
光
協
会
（
勝
瀬
節
雄
会
長
）

で
は
、
初
め
て
の
試
み
と
し
て
大

み
そ
か
の
夜
９
時
か
ら
元
旦
の
朝

に
か
け
て
金
持
売
店
を
臨
時
開
店
、

初
も
う
で
客
を
も
て
な
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
金
持
売
店
駐
車
場
で
は

味
処
四
季
（
野
田
）
が
出
店
し
、

名
物
の
チ
ャ
ン
ポ
ン
や
年
越
し
そ

ば
な
ど
を
販
売
、
参
拝
客
の
冷
え

た
体
を
温
め
、
味
も
好
評
で
し
た
。

　

金
持
神
社
境
内
で
は
、
元
旦
の

朝
か
ら
金
持
青
年
会
に
よ
る
恒
例

の
獅
子
舞
が
奉
納
さ
れ
、
参
拝
客

ら
に
正
月
気
分
を
味
わ
っ
て
も
ら

う
と
と
も
に
、
金
持
地
区
内
の
各

家
庭
を
回
り
、
無
病
息
災
を
祈
願

し
ま
し
た
。

　

元
旦
か
ら
１
月
３
日
に
か
け
て

の
金
持
神
社
へ
の
参
拝
客
は
約
５

０
０
０
人
。
３
日
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
全

国
放
送
「
日
本
列
島
縁
起
の
旅
」

で
紹
介
さ
れ
た
影
響
も
あ
り
、
放

送
を
見
て
そ
の
日
の
う
ち
に
遠
く

奈
良
県
か
ら
参
拝
に
訪
れ
た
人
も

あ
り
ま
し
た
。

 

■金持神社初もうで

　

■
オ
シ
ド
リ
観
察
小
屋

全 国 か ら 日 野 町 へ よ う こ そ
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■申告に必要なもの　申告には次のものが必要です。必ずご持参ください。

①印かん

②税務署から申告書が送付されている人はその申告書と、事業所得などがある人は同封の収支内訳書

③農業所得がある人は、収支内訳書と内容がわかる書類

　( 町作成の収支内訳書は、役場住民課または役場黒坂支所にありますのでご利用ください )

④給与、年金などがある人は源泉徴収票

⑤医療費控除を受ける人は、１８年中に支払った医療費の領収書と、保険などで補てんされる金額の明細書

⑥社会保険料控除がある人は、社会保険料（国民年金保険料）控除証明書（はがき）

⑦生命保険料控除、損害保険料控除がある人は、支払った保険料の証明書

⑧住宅借入金等特別控除を受ける人は、登記簿謄本、住民票抄本、工事請負契約書、住宅取得資金に係る

借入金の年末残高等証明書

⑨公共事業で土地や家屋の買収があった人は、買取証明書

⑩山林、土地の譲渡があった人は、売買契約書

⑪還付申告の場合には、還付金の振込先の口座番号がわかるもの（本人名義の口座に限る）

■所得税、住民税の申告は２月１６日～３月１５日まで
の期間中に申告してください。
■申告の日程など、詳しくは「広報ひのおしらせ版 
１月５日号 ｣をご覧ください。
　本紙１９ページの「くらしのカレンダー」にも２月
分の日程を掲載しています。
■お問合せは　役場住民課（電話７２‐０３３３）まで

　平成１８年中に所得があった人はすべて申告が必要です。この申告

に基づき平成１９年度の町県民税、国民健康保険税、介護保険料など

の算定をしますので、正しい申告をしてください。

　国民健康保険の被保険者は所得がなくても必ず申告してください。

申告をしていない場合は、保険税の減額対象者でも減額が受けられ

なくなることがあります。

　また、申告がないと所得証明などの証明書が発行できなくなりま

すので必ず申告してください。

■税務署からのお知らせ
 

　所得税・贈与税等の確定申告相談を、米子コンベンションセンター（ビッグシップ）で開きます。ご自分
で申告書を作ることが難しい場合にご利用ください。
　※米子税務署、明道公民館、米子市役所は会場ではありません。
　

と　き　１月２３日（火）～３月１５日（木）まで（土 ･日 ･祝日は除く）
ところ　米子市末広町２９４　米子コンベンションセンター（ビッグシップ）
問合せ　米子税務署　個人課税第一部門（電話０８５９‐３２‐４１２１）


